
Title 所謂治外法権国及び敵占領地に於ける住所（二）
Sub Title
Author 板倉, 卓造

Publisher 慶應義塾理財学会
Publication year 1918

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.12, No.5 (1918. 5) ,p.621(83)- 640(102) 
JaLC DOI 10.14991/001.19180500-0083
Abstract
Notes 論説
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19180500-

0083

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


第

上

辱(

六
ユ
〇
'

)

'
•
論

說
.
吨
方
鯓
行
の/不
動
途
贷
付
業
務
，
 

' 

第
其
織
八
一
一 

に』

其

#

た
’を

令

の
’に
.
し
' 

v、
ri
-
l來
M
.

行

系

統

^

の
，凋

輝

ぬ

り

し

與

大

'藏

當

馬

潸

が

埤

方

、M

行
の
. 

节

1

#

倩

甩

*

隊

.贫
少
：な

く

せ

も

：_

下

.

興
て
、は
，#

寒

'
;令
.と

每

言

f

る■

に
至
一
れ
る
が
如
き 

部

f

例
-$
h
y
.
o「
百
へ
尺
學
藏
更
，12

1

ゾ
t

を

®

め
’
1:
.冑
_

所
.揭
の
.

*議

讓

Q.
法

律

と

..爲
■?
>

^'
日

亦

る
？̂

_
ざ」

♦

可
.し
ゎ
唯
十
滩
方
.戣
仁
鳥
村
に
於「

け

る

着

轉

©
改
善
ぬ 

_

し
之
を
以
て
農
民
に
借
金
，經
濟
を
敎
ヘ
農
村
奢
侈
の
風
を
隆
昌
な
ら
し
む
る
の
弊
ぁ

.

c
s

と 

爲

す
办
消
極
議
考
味
或
.は
斯
案
巧
對
し
' 
て
.も
赤

_

難
，©

聲
を
放
夕
な

"令
可

'し
基
雖

i

敗
種

m 

議
渝
味
固
容
是
れ
ブ
：切

®
農
：業

.倩

■

否
な
，一

：' 切

0
信
'用

經

濟

を

«
咳
セ
~之〉

智

番

©.
“

ミ
す 

る
_

陋

の

馬

塚

^.
多

く

||
す
.态

を

獎

せ

ざ

％
可
.レ

？(

六
正
七
當
H

'

I s a

所
謂
治
外
法
權
國
及
び

.
敵
占
爾
地

-I;
於

け

る
住

所

(
一
ご

.

■

'.
.

— 

ノ
.

:

.:
•
. 

:

'

'

: 

■

.

.
板

.

拿

卓

造

マ
 

■ 

' 

. 

\

.

五

，
■

.

 

' 

-

. 

r

米

主
_

に

於

て

人

の

國

：性

が

中

立

な

.

c
v

や

敵

；
な
&

や
を
决
す
る
ば
其
人
の
主

^

^?
中
：立 

國
に
あ

'!
>
や
.
又

は

，
，
敵

國

に

在

々

や

の

事

- »
^

«

“

の
な
る
.
.
.
こ
と
古
.

*殆
ど
；f

般
こ
■
?
、次
.
る 

^

な

れ

ど

？p

 s

中

w

國

X

云

ふ

中

に

.̂
r

謂

治
..

外

法

權

の

.
制
：度
：
の
，存
す
_る

國

R

於

け

る

住 

r

H
其

國

が

4

立
'國
た
る
，
の
.故
を
.以

て

其

人

0
:國

牲

も

、
亦
，
中

立

：
茂

る

：
可

き

や

に

就

.て

は

現

戦
 

爭

に
?

 
0

P

次

る

現

實

の

間

題̂
し

て

英

闻

捕

擊

齋

檢‘所

の

審
_

ば
陬
せ
&
れ
た
る
も
の 

パ
ノ
な
く
ビ
も
.四

件

あ

P

O
而

し

て

何
れ

も

悉

く

ま

■

に

於

け

る

獨

逸

"人
も
し
く
は

' 獨
难
0

^

の
住
所
に
關

「

す
る

7P:'

の
な

>
e
v
。

..、 

.

此
間

®

の

2

.ゆ
所
謂
治
外
法
權
の
行
は
る
、
‘國
に
於
て
其
所
謂
治
外
法
權
を
享
有
す
る

館
*
r

】

;s(

l
\'-
f

)

論

’
説

、'

.^
謂
-^
外
进
^
國
^
队
軟
占
滿
她
に
於
け
ざ
住
所

.

第
3£
贼
.

八
3

*



:

:
'
s-i
:
;i:
:

d

ハni
l
)

.'論
-'

'.
鸣

v:

所
謂
治
外
法
權_羅

敵

盧

地
1:
於
け
羞
螂
第
歲

：

，八

四

：
*

國

げ

,
A民

tt
JE
0

留
ず

.る

.國
の

.
'住
所
を
取
得
す
る
；や

_將
た
本
國
の
住
所
を

.

.保
有
す
る

' や
に
在 

b
d
j即
ち

.，現
實
の

‘間
_

匕
し
て
は
支
那
に
居
留
す
る
獨
龜
人
は
：其
住
所
が
支
那
に
在
り
や
將

.

繃

||
'

‘に
在
ゲ
令
を
明
に
す
る
て
と
を
喪
す
。
是
れ
海
上
捕
獲
に
就
き
英
米
主
*-の
住
所
を 

.る
^,
#'
に
_

し
で
起
り
た
る

«

も
珍
奇
な

.

.る
實
際
間

®

の
一
に
し
て

*

來
.の
.判
決
例

.中
、一

一一 

の
類
例
視
ず
可
き
も
の
な
き

'に
非
ず
と
雖
も

1

|
三)

精
，密
な

^
意
味
に
於
て
何
れ

.も
海
上

tf 

獲

^;
就
き
所
謂
治
外
、法
權
國
に
於

.け
る
住
所
に
；關
す
る
爾
輝
を
確
定
し
ぬ
る
も
の
ミ
云
ふ
を 

#.
v

る
が
故
に
今
度

0
:戰
夢
に
於
て
起

b

た
る
事
件
の
判
决
を
以
て
將
碘
に
其
確
定
先
例
を

m
f:
:

’
の
と
認
め
ざ
る
可
が

^
ず
。

.

®
 f 

!

e
一
 

A
〇'一 

¥ 

0 

M
i
d 
號
琪
伸
、一
八
四
四

.年
の

I

I
く‘
豪
！

事
件
、一
八
八

H
年
.の
 

TootaPs 'Trusts 

亊
件

0
炉
侧
。ノ

然
れ
ど
も

&

等
の
新
判
例
も
典
判
決
の
論
據
と
し
て
援
用
す
る
所

ば

總
.てIndian 

Chief

號
事 

件
以
來
の
判
例
に
し
て

何
寒

新
説
の
發
明
せ
ら
れ
た
る
も
の
あ
る
を
見
す
。

唯

だ
後
文
に

示 

す
如
く
新
邦
例

.中

.の
、
最

初0;
'刺
’例
た
る
ぞ

|

#

1號
—
 

レ
キ

ン
ド
リ

ャ
 

捕

1

#
險
所
が
右
の

J
&
i
a
n

 

c
h
〖e
f

號
事
件
に
於
て

.Ib
r
d

 

S
t
o
w
e
l
l

が
當
時
の

.fa
c
t
o
r
y

の
制
度
を

!

I
|

說
き
た
る
を
其
儘

©.
用
し
た
る
に
對
し
英
國
捕
獲
審
檢
所
に
於

.て
長
官

Sir Sam
u
e
l

 
E
v
a
n
s

が 

E
u
n
i
a
e
u
s

號
0

件
に
就
き
之
を
排
し
て

^
0

1

の
制
度
と
治
外
法
權
の
制
度
の
變

®

を
論
じ

/2 

る 

一s
i

か
r

や

ir
少
仅
の

r

t«
伊
た
る
進
步

?r
證
す
る
の
み
。
依
て
現
戰
爭
に
货
る

^

M
列 

を
說
明
す
る

R

先
.ち
順

‘序
上
、是
等
古
來

’
の
舊
判
例

-に
就

&

詳
言
す
る

.の

要

''
|
)
る
に
以
た
れ
ど 

も
却
て
記
述
を
煩
雜
に
す
る
の
恐
あ
る
の
み
!

ず
新
判
例
の
說
明
中
に
も
必
要
に
應
じ
深 

々
言
及
す
る
所
叔
る
べ
け
れ
ば
玆
に
は
唯
だ
簡
單
に
一
言
す
る
に

JH
め
ん
。
中
に
就
き
ダ

ィ 

シ
I

が
其
國
際
私
法
論

(conflict 

of L
a
w
s
、

1
,0
0
9
6
, 

p
p
.

NJ2
3
-724.)

に
於

.て
英
國
人
は
不
文
明
興
§
丨
 

c
i

l

 

8

1)

に
て
住
所
を
有
す
る
や
の
問
題
を
論
じ
其
こ
れ
を
有
す
る

Z

ビ
な
き

I

張

し
' て：〇

.. 

..

.：、

. 

•

英
.國

A

恐
.ら
く
は
何
れ
，の
戈
明
國

0
人
民
も

)

は
.不
文
明
國
に
.永
久
の
住
居
を
定
め
苦
し
く 

は
其
處
に

'居
住
す
と
雖
も
之
に
依
り
て

.法
律
上
、斯
る
國
に
住
所
を
取

#
す
る
も
の
に
非
ざ 

る
i

と
.明
な

 

'
 

故
に
支
那

.
R
居
留
す
る
有
住
所
の
英

'人
は
英
國
の

.«
所
を

®

有
す
る
も

- 

の
に
し
 

て
.隨
て
眞
に
野
蠻
な
：る
國

H

居
留
す
る
；英
人
が
；

.當
然
英
國
の
住
：.
所
を
保
有
す
る
も 

の「

な
る
乙
と

.は
尙
更

£>
'
'明
白
の

»

理
な

-
&
0
.

婼

十

二

卷(

六
ニ
三
.
}
. 

M

:

_
所
艄
治
，外
法
權
國
及
び
^-
占
領
地
に
於
け
る
，住

所

第

3»
*饿

八

五



.姑
十
二
.卷
.

(

六
ユ
四)

、
.
論

.

.
E 

'
所
謂
^
外
法
柳
國
及
ぴ
-敵
扭
領
地
に
於
け
る
住
腕
：

第

五

城

....八山ハ

ビ

as
r
斷
せ
る
其

»

斷
の
論
據

■は
.實

1-
C
.主
と
し
て

. 一.
‘
A
八
三

%

の

Hootaps. Trusts..

鸟
件

0

fl
i
$
k 

に
在

b
。
即
ち
典
判
決
文
中

#
,の
判
例
に
於
て
屢
々
引
甩
せ
ら
名
、

J
u&.
c
e Ch

i
t
t
y

の
著
名
な 

る

一

句
を
睃
も
尔
乙

>

に
引
用
し
た
办

。T
h
e

 

difference b
e
t
w
e
s
l
t
h
e
:

 religion, 

laws, 

m
a
^

c
u
s
t
o
m
s

 

of thenhiriese 
a
n
d

 

o
f

w
n
a
i
s
h
m
e
n

 

is 

so 

g
r
e
a
t
w
s

 

to 

raise 

eyeiy 

pres
u
m
p
t
i
o
n 

a
g
a
b
s
t

 

s
u
c
h

 

a

.

d
o
m
i
d
u
c
h
i
n
e
s
e

 

d
o
m
i
c
i
l
)

ぐ
し
唱
ふ
名
も
の
是
れ
な

A
。
而
し
て
此
；著
名
な
；る

J

句
が
之

J
 

p
/
i
,

,
 

.
.
.
.
.

 

••
 

.
 
,
 

•
 

.

.

.

遙
に
以
前
の
制
例
た
る

一
八
.！E

四
年
の

M
a
l
s

 

V
，
M
a
i
t
a
s
s

事
#
の
蕃
理
に
於

V

 D
r
. L

u
l
g
t
o
n

 

の 

E
m、
々
る
 

E
v
e
r
v

 

-Dresumption 

is 
a-gain^tlae 

intention 

Q
f Br

i
t
i
w
h

,o
h 

發

tian.subjects 

voklntanvy 

becorrine 

dorrddled 

in .the 

d
ominions 

o
f 

the 
P
o
r
t
e
.

な
る
一

.句

に

曲

雜

す

,

の

な

る

ば

推

.
®
に 

難
か
ら
ざ
る
所
に
し
て
づ
ブ
卜

s
s:
b

g

t

sは咒
へ
判
決
文
中
の
他
の
筒
俯

K
-於
て1

層
明
白
れ
此
：

 

意
味
を
說
き
た

b
。

即
ち
芯
し
も
英
國
と
土
耳
其
と
の
間
の
條
約
は
し
て

aid 

g
t
 

a
p
p
l
y

 

t
o 

aomicilj 

as 

residence w.ould 

Qftcn. .become 

fusvd 

into, 

domicil;. British, '.merchantsj' .and in 

.case 

o
f

 .their 

deaths, 

their 

families, 

w
o
u
l
d

 

f
b
d

 

the 
彐 selves, 

suddenly,, 

a
n
d

 
contrary 

to 

t.keir .iBteritioIV a
n
d

 

t
o
.
s*
e 

p
r
e
s
u
m
u
i
o
n

 

of intention) 

subject to.a c
o
d
e

 o
f

 laws 

w
h
o
l
l
y

. 

contrary to 

t
h
e
i
r

'H
l
'c
r
q
t
o
u
s

 .perscatlonsj 

thel.r 

feel

3'§
s, 

customs, 

a
n
d

 

contemplation 

in m
a
k
i
n
g

 

P3
n
g
e
m
e
n
t
s

 

for 

the welfare 

of themselves an<5 

f
a
m
i
'r
r
'
e
s

I

|

|
j ； .

r :

:

s .
I ’
i
L

i
I
S : : + :
r
i

r ■

i
i

■i：

n *

ビ
云
へ
る
も
の
即
ち

.後
日

.

Justice 

C
H
t
t
y

の
判
例
に

.於
て
再
說
せ
ら
れ
た
る
所
な

b
o 

.

斯
の
如
く
英
國
に
於
け
る
古
來
の
判
決
例
は
東
邦
に
於

•て
條
約
上

.特

殊

の

地

位?:
占

む

る
 

m

洲
.人

^

其
.居

.留

.國
の
住
所
：を
取
得
す
る
も
の

^
非
ざ
る
：こ
と
を

'一
樣
に

'認
め

'

(

其
..判

決

例

の 

最
も

■古
く
し
て
且
つ
最
も
街
名
な

.る

Indl’a
n

 

C
H
e
f

號
事
，件

に

關

す

る

JLOrdl S
t
o
w
e
l
i

の
判
決
は 

後
文
に
引
用
例
示
す
る
を
以
て
玆
に
は
赘
せ
ず

)

叉
是
等
の
判
例
を
基
磷
と
し

.て

|

«
ま
則
を 

確
立
せ
ん

VJ.

企
つ
る
多
く
の
學
者
の
著

*

註」

四)

、に
於

.て
も
大
抵
論
結

.

を
；！

に
す
る
の

'常
に

. 

し
て
興
論
據

.と
す
る
所
が
東

g

A

K
の
間
：に

.は
宗
敎

.上
、法
、制

‘上
、風

俗

上

、將
：た

習

‘慣

上

大

な

'
.
る 

差

異

：
逕

庭‘ぁ
る
を
以
文
歐

#|
人
は
一

.
般
東
洋

^

の
^

浩
に
融
合

.せ
'ざ
.る

(
i
m
m
i
s
c
i
b
l
e
)

も

の

« 

る
に
依

$

歐
洲
人
は
東
洋
に
於
て
法
律
上
の
住
所
を
取
得
，す
る

こ
S

な
‘ く
像
然

.を
の
本
._の 

住
所
を
保
有
す

^

も
の

.な
6

ビ1 K

ふ
に
狂

b y

此
論

_

を
0

し
て

doctline 

o
f

 .
n
s
c
i
b
m
>

ビ 

，云
ふ

。

L
o
r
d

 

s
t
o
w
e
n

 

が
-氛
 

I
n
d
k
n
o
H
e
f

 

號
事
件

0
::«決

 

. 

..• 

,

I
n

r+
h
e We

s
t
e
r
n

 

parts 

of the 

w
o
r
l
d

 

alien 

m
e
rchants 

m
i
x

 in 

the 

w
o
d
e
t
y

 

of natives 

• 

• 

•
'*
v
: .and t

hey 

b
e
c
o
m
e

 

incorporat

'ato 

almost 

the 

full 

extent. 

.
^
.
O
B 

目 

i
l
l
t
m
i
s
d
b
l
e
.

 

ch^raster 

has 

b
e
e
n

 

kept 

u
p

■

婼
十
：二

卷

(

5

-i)

-諭

.
論

、
所

謂

治

外

法

權

國

.及
，
梁

窟

地'に
於t

钮

所：. 

'
第

蠢

八

七



餺
十
..
卷
_ (

六
ニ
六
.

)

論

訧

，
>
所
则
治
机
法
榔
國
女
び
敵
占
.傾
地
に
於
け
^
伴

所

镇

>
:
號

 

八
八

と

述
べ
た
る
に

.出
で
^
る
，も
の
ビ
認
め
ら
る
。

(

驻
：
1
四 

Hiocklev 

:
.
. 

A

 
日erican. .oonwular Jurisdiction 

s
n 

the. orient” pp, 91192. 

0 

如
.咅
.
' 

LatiS : Eff

'focts'of War on 

Droperty, p. 76 

の

如

吾

.

.
^

ィ

.

シ
'
.1
と
同
說
な
リ
。然：るに

 'Hall:.Foreign Jmrisdictioir o£ ..the 

. 

Britisborown, pp.

I

OO0-IS6 

は
興
說
‘
唱へ

 

Sir Francis piggott : Exterritoriality, 1907, pp. 216-235 

は
古
來
の
列
決
例

か
評
.齡し 

れ
9
0最
近
米

_

の
0
^
0
!:
、於

.て
は

M
等
の
則
，

•決一例、

‘
非
雛
し
新
解
釋
か
試
み
ん
と
す
る
も

.
0 

•あリ

0又
學
潘
の
論
文

1:
於
て
も
反
對
說
か
唱
ふ
る
の
例

か
見る

O
Bて
後
文
に
於
て
論
及
す
可
し
。

所
！i

治
外
法
權
の
制

' 度

CD
.存
す

る

國
に
於
.け

る

住
所
の
法
律
上

.の
2

.を

論

定

す

る

が

爲 

め
に
は
溯
て
治
外
法

■
«
の
本
質
ょ
も
論
明
せ
ざ
る
可
か
ら

■ず
。
是
れ
余
が
本
論
に
於
て
敢
て 

試
み
ん
と
欲
す
る
所
な
れ
ど
も
之

?:
試
み
る
に
先
ち
現
戰
爭
に
於
て

f

た
る
海
上
補
獲
事 

件
..中、英
國
捕

_

«
檢
所
の
審
现
に
附
せ

&•
■.れ
た
る
實
際
の
問
題
に
：就
き
興
審
理
の
大
要
'を
記 

す
る
を
以
て

.論
述
上
®
利
な
ぅ
と
信
ず

る

K

依
P

最
初
に
左
の
四

#

の
刺
決
を
略

.述
す
可
し
。
 

但
し
實
際

^

は
其
中
の
第
二
と
第
三
は
同
時
に
審
檢
せ
ら
れ
た
，
も
の
な
る
を
以
て
本
論
に 

て
は
之
を
併
記
す
可
し

。

,

1
、

獨
船

D
e
l
n
g
e
r

號
.事
件

一一、獨
船

r
u
t
z
o
w

號

事

件

：

三
—

K
o
e
r
b
e
r

號
事
件 

:
四
、英
.船

E
u
m
e
a
u
s

號
事
件

.

a :
.埃
及
ァ
レ
キ
サ
ン
ド

y

ャ
英
國
捕
獲
審
檢
所
に
於
け
る
«
逸
船

D
e
r
f
H

B-g
e
r

號
事
件
の
審 

檢(

一
九
一
六
年
三
月

$

日)

は
治
外
法
權
の
存
す
る
國
に
於
け
る
住
所
の
：問
@
に
關
し
其
最
初 

の
判
例
を
示
す
も
の
な

b
。

/

:
' 

, 

x

抑
冷

w
eifair

OQe
r

は
一
九
一
脚
年
十
月

e

ホ
1

ト
•セ

ー

ド
に
於
て
拿
椾
？
れ
た
る
獨
！

i

u
し
，て

其
.船
體
の

«

造
に
徵
し

®

艦
に
變

M

し
得
べ
き
も
の
な
る
を
以
て
後
に

M

り
沒
收
せ
ら
れ
た

' 

• 

.

.

.

. 

.

. 

. 

■ 

.

る
’も

の

な

る

が

其

搭

載

貨

物

中

に

獨

逸

人

H
.

 

E,: W
o
l
f

な
る
も
の
.
>所
有
に
屬
す
る
若
干
の

物
件
あ
り
。
此
物
件
は
英
獨
.間
開
戰
前
香
潘
に
於
て
船

*

み
し
獨
逸
；ブ

..

レ，
1

メ
ン
に
於
け
る

’ 

• 

* 

.. 

' 

*
'
.

代
理
店
を
經
て
ス
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
®
る
住
宅
に
宛
て
發
送
し

.た
る
も
の
な

-

C
V
O

故
に
此
物
件
は
，
 

敵
船

.中
の
敵

.*
と
し
て
適
法

.に
沒
.收

せ

ら

る

：可

&

も
の
、
如
く
な
れ
ど
も
右
ア

X

キ
サ

X

ド

ジ
ャ
補
.獲
審
檢
所
に
於
け
る
訴
願
人
の
主
張
に
據
れ
ば
其
所
有
主
た

.：：る

W
o
l
f

 
.は
上
海

K

住
：所

» 

, 

. 

>.
 

.

.

.

.

.

.

.

を
有
し
支

'那
视
關
に
'歷
は
る

\
名
の
な
-る
が
故
に
彼
の
住
所

.は
中
宜
國
た
る

(

當
時

)

支
那
に
在 

第
十
二
盤

(

六ニ七

)

論

輝

所

還

外

法

權

阈

及

、び

敵

占

領

地

に
於
け
る
住
所
第
玉
號
’

八
九



第

十

二

盤(

六

ニ
-A)

論餽所謂治外

‘I

I
び
敵
由
領
地Li

於
け
ゐ
住
所 

' 

第
:ft
號 

九
〇

る

4

の

ビ

し

.て
彼
及
び
彼
の
所
有
就
貨

A

^
立
性
を

^*
す
る
も

‘
の
な
る

■に
依

6

載
貨
の
沒
收 

は
不
當
な

b

と
云
へ

K
y
o是
'れ
'
,治

外

法

：權
.©:
存
す
る
國
に
於
け
る

'住
所
は

'他
：®

一
 

般
文

_

國
. 

に
於
け
る
人
の
住
所
ビ

.等

し

く

：其

人

の

國

：性

を

.

占
：：

む

る

標

準

ヒ

稱

む

.‘可
き

•や
杏
や
'の
間
題
を 

生
ず
る
所
以
な
り
。
而
し

1:
#

檢
所
は

W
o
l
f

の
住
所

.を
支
，那

.に
茌
ら
す

.

獨
逸
に
在
ぅ
と
し
て 

兆
所
有
物
件
の
沒
收

0
正
#

な

.る
を

-宣
吿
し
た
：り。

.蓋
_し
其
理
由
マ

」

す
る
所
は
治
外
法
権
の 

存
す
る
國
に
於
て
有

.ず
る

'住

所

は

治

外

法

權

の

本

，質
：：

に
，鑑

み

共

屈

：留

す

る

國

の

住

所

に

非

ず
 

し
て
本
國
の
住
所
な
る
が

.故
に

W
o
l
f

は
支
那

'の：住
所
を
有
す
る
に
非
中

.依
然
を
の
本
國

'/2
'る
 

獨
逸

.の
住
所
を
有
す
る
も
の
と
し
て
其
國
性
の
敵
な
る
を
認
む

.可
し
と
云
ふ
に
在
\

然
ら 

ば
治
外
法
權
の
稃
す

.る
國
に
於
て
人
の
：有
す
る
住
所
は

.其
如
何
な
る
治
^
沬
權
の
本
質
に
鑑 

み
て
該
國
の
住
所
は
非
ず
其
本

.國

の

住

所

な

り

ビ

衮

ふ

も

，の

な

も

.や
、ァ

，K

キ
サ
ン
ド
リ
ャ
補 

獲
漉
檢
所
の
漭
檢
は
此
疑
問
に
闺
し
古
來
の
判
決
例
を
引
用
し
て
甚
だ
解

®
.に

努

め

，た

り

。
 

即
ち
一
八
〇

一

年
の
有
名
な
る
ず

&

ロo
h
i
e
f

號
事
件
の
制
決
に
於

'

V

當
時
の

sir 

w
m
i
a
r
n

 

Scott 

後
の

L
o
r
d

 

S
t
o
w
e
l
l

が
東
洋
諸
國
に
於
け
る
歐
洲
人
民
の
特
殊
な
る
.地
位
に
關
し
て
言
‘及
せ
る 

左
の
マ
章
を
別
用
し

,
/ 

.

，；? !袖

.

.

.' 

. 

. 

. 

. 

;

,

■ 

:

,

:

 

.
 

.

.

.

. 

. 

. 0
 

來
邦
に
於
て
は
最
古
の
時
代
ょ

6

外
國
人
不
融
合
の
風
行
は
れ
外
：國
人
は
其
國
の

‘ー
0

0

 

食
幽
體
の
中
に
入
れ
、ら
れ
ず
何
時

^

で
も
外
來

*

潘
离
者
と
し
七
遇
せ
ら
る
>
こ
と
總
て 

其
祖
先
の
當
時
と
異
な
る

.乙

S
な
し
。
之
を
以
て
彼
；等
は
其
國
の

j

般
主
權
に
基
き
て
何

¥

國
性
を
取

#

す
る
に
も
非
ず
又

'自

a

の
本

‘國
の
公
：、錄

權

力

の

ホ

に

營

藥

t

る
に
も
非
中

- 

. 

•

J 

R f
a
c
t
o
r
y

と
稱
す
る
特
殊
の
制
度
に

.基
き
て
彼
等
の
現
性
を
享
有
す
..
る
も
の
に
し
て
彼 

镣
は

«

所
謂

factory’

の
保
課

'の
.卞
に
生
活
し
且
つ
其
營
寒
を
營
む

'も
の
な

b

。

且
つ
此

L
g
d

 

S
t
o
w
e
l
l

の
判
決
文
中
に

'所
謂

f
a
c
t
o
r
y

な
る
制
度
に
就
き
ァ
レ
キ
サ

ン

ド

リ

ャ 

柳

獲
審
檢
所
は
之
を
說
明
す
る

V

と
稍
々
詳
細

R

し
.
•て
之

R

依
て
禀
那
の
#
殊
の
國
情
を
明 

0

に
4

ん
乙

v
j

を
期
し

^

K
y
o .即
ち
日
く

 

：

當
時
若

I
n
d
i
a
n
o
h
i
e
f

號
事
件
#
橡
の
當
時

¥

の
所
謂

f
a
c
t
o
r
y

は
取
邦
に
於

V

尙
ほ
榮

1

た_

.
 

.
 

•
 

•
 

.
 

..

4

所
な
る
が

f
a
&
J
y

と

.は

商

-w
の
目
的
を

.以

て

，外

圃

：に
'居

留

.す

る

歐

羅

巴

，人

の

集

圆

R

し

•

 
-

 
#

 

•

 

....

て
然
か

A

興
國
の
支
酤
蔣
臣
竭
せ
：ず
又
他
の
支
'配
考
に
依
，う

€
'
も
支
：配
せ

.ら
れ

ざ

る
も 

才

t

」

。

f
s
t
o
r
y
.

は

1

,

.

國

，旗

の

保

鱗

の.下

に

.集

圈

す

と

_

•

 

る

國

々

の

商

人

ょ

う

成

る

，こ
と
.

t
P

あ
う
。
例
へ
ば
英

_

人
に
し
て
相
蘭

6.fa.ctoly

に
>屬
す

第

十

二

潴(

六
ニ
九

〕

論

訧

所

妣

敗

外

法

榴

國

及

び

敵

占

領

地

|:
於
け
ゐ
住
所
|

第
觅
號 

九
一



.
第
十
二
卷
，

(

六
三
〇)

論
訛
關
所
则
治
外
法
權
國
及
び
敵
占
領
地
じ
於
け
る
往
所
笫
苽
號 

九
ニ

る
こ
と
あ
る
可
し
。

斯
る
場
合
に
其
英
國
商
人
の
商
事
上
の
住
所
は
英
國
抓
挺
審
檢

"所
の
：
 

目
的

.上
、ょ
む

.
云
は
ゾ
和
脇
に
在
う
と
認
め

.

.ら

：
れ

，ざ

る

可

か

ら

ヤ

。
：

.，其
後

i

の
集
圑
の
仕
方 

は

變
化

し
て
當
時
そ
の
本
國

:

の：何
 
'等
公
認
禪
ヵ
の

下

に

營
業
し
た
る
も
の

S

ざ
う
し
是 

等
居
留
民
の
集

.團
は
今
や
夫
れ

—

-
自
國
の
集
團
に

‘分

，
：
立

し'此
：新
.集
圆
は
も
の
本
國
政
府 

に
依
て
明
確
に
支
配
せ
ら
れ
本
國
政
府
は
是
等
自
國
の
，

.新

.集
團
の
：爲
め
に
其
慣
習
に
依
办 

て
取
得
し
若
し
く
は

.房

留
國
の
政
府
に
依
て
明
破
に

讓
與

.せ
' ら
れ
た
る
權
利
を
法
規
に
定 

む
る
に
至
れ

6

0
故
に
當
時
の
集
圈
關
係
は
商
賣
に
在
：

P

し
，も
今
や

5

し
て
之
を
國
民 

綴
に

*
く

に
至
う
穴
う

P

然
れ
ど
も
當
時
ビ
今
日
ビ
.に
於
け

る
以
上

.
の

變
遯

は
固
ょ
う
之 

を

是
認

せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
も
尙
ほ
前

U

引
用
し
た
る

n

,
 s

l
e
l
l

の
言
は
其

W

餘
年
前 

と
等
し

'く
今
も
尙
ほ
其
像

U

之
を
適
，用
す
る
こ
ど
を
得
べ
し
。
彼
の

A
l
p
h
e
u
s

の
水
が
今
ち 

何
.ほ
流
れ
を
止
め
ざ
る
如

く
歐
洲
諸
國
の
人
民
は
其
治
外
法
權
を
有
す
る
國
土

 

^
於
て
決 

し
て
其
本
來
の
國

tt
を
央
，，

‘ふ
.こ
と
な
か
る
可
し
。

g
ち
各
集
團
は
其
各
自
の
存
在
を
繼

_
 

し

各

自

國

の

領

事

に

，，依

V

管
.理
せ
ら
れ
且
つ

#

母
®
の
法
規
に
服
す
る
も
の

な
り
。

斯
の
如
き
は
即
ち
支
那
に
於
け
る
實
愦
に
し
て
又
此
地
に
於
て
も
溪
：及}
然
る
所
な
而

し
-
て

此

t

度

た

，る

-i
l
l：
界

の

此

地

方

に

，於

.て
ば
極

.め

て

.普
，通

の

こ

ミ

.に

し

て

英

國

の

齋

制

听 

■

が
現
に
ォ
ッ
ト

.

t

ン
の
領
地
及

.び
埃
及
に

.存
在
す
る
も
亦

.
一
に
英
國
：が

.是
等
の
地
_域
に
於

v

其
治
外
法
榣
ヒ
有
す
る
が
爲
め
に
外
な
ら
ず

o
.

.

.

. 

• 

•
. 

•
.

支
满
及
.び

ォ
ッ
ト
マ
ン
の

:

領

地

に

於

て

英

國

捨

民

の

資

格

如

何

の

問

題

は

絕

え

ず

我

法

廷

：に
：提

起

'せ

れ

ら

た

る

所
な 

る
：
か

英

國

E
0

は
英
國

.が
：治
'外

：法

權

?:
享

有

す

る

，地

^
居
留
，ず
る
が
爲
め
に
其
法
律
上
の 

住
/所
を
何

.等
變

H

す
る
も

0
,に
非
ざ
る
こ
と
，今
や
明
確
に

.解

.決
：せ
ら
れ
た
る
所
な
り
。
是 

れ
-後(

1

八
八
七
年

)

に：至

b ; A
b
d
-
U
I
-
M
i
h

 

V. 

F
a
r
m

事
件

^

雜
て
樞
密
院
に
於
て

「

認
容
せ

6

れ

た

る

f

八
八
二
年
-：

T
o
o
t
a
p
s
H
3
s
t
s

事

伸

判

決

の

效

果

な
 

>
と

云

ふ

可

.し
。
.
.
.
..

P

し
て
其

T
o
o
t
a
P
s

 

Trusts」

事
.件
の
判
決
に
於
て
人

.種

.及
：：び

‘宗
敎
、の
极

.本

的

相

違

に

依

.
り

て

歐
 

洲
人
は
其
土
着
の
住
民

の

一
般
生
活
に
加
は
ら
ず

.自

&
.
.特
.殊
：の
集
圓
を
作

>
 V

別
に
分
立 

ず
る
風
の
行
は

.
る
-
、
國

4
.
何
ほ
存

.在
し
つ
、
あ
る
の

#
.實
を
切
言
せ

&'
,.れ
た

&

し
が

.斯

0. 

如
.き
.分
立
が
治
外
法
權
：の
行
使
に
，依
々
て
是
認
せ
ら
る

 
> 

以
上
、余

は

人

'が

其

隹

屬

す

る

國 

の
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